
地域計画に係る関係機関の
役割及び支援事業等について

令和8年６月10日

長野県農政部農村振興課

令和８年度長野県地域計画推進研修会



・農業経営基盤強化促進法の一部改正により、策定が法定化。

・市町村が、地域の話し合いを踏まえ、目指すべき将来の地域農業
の在り方や、目標とする農地利用の姿を示した地図（目標地図）を
明確にした将来ビジョン。

１．地域計画とは（おさらい）

◎長野県内では…

策定市町村数 策定地域数 備考

７７ ４４４
・１地域で策定：27市町村
・複数地域で策定：50市町村（２地域～33地域）

全ての市町村で「計画策定」が完了



策定＝「目的」「ゴール」ではない！
地域計画は、目指す姿の実現のための「手段」であり「スタート」

２．地域計画策定後にやるべきこと

（１）実現に向けた取組
⇒担い手の確保・育成、農地集積・集約、推進体制の整備、etc…

（２）実態に即したブラッシュアップ
⇒将来の受け手を明確化できている地域は約11％

⇒作成した目標地図が「現況地図にほぼ近い」地域は約45％

（農林水産省調べ、全国18,894の地域計画が対象）

目指す姿を明確にするため、話し合いの継続がマスト



３．地域計画のブラッシュアップ

※地域計画変更マニュアル

（農林水産省、令和８年

４月13日更新）より



※更新時は最新の様式をお使いください！(R8.2.5通知)

下へ

スクロール



４．県におけるブラッシュアップ推進の取組

（１）地域計画ブラッシュアップ推進強化期間

実施期間：令和７年11月から令和８年２月まで

支援内容：地域計画現地支援チーム（農業農村支援センター、農地整備課）

において、地域計画変更・ブラッシュアップを重点的に支援

（２）重点支援地域の設定

①新たな作物導入を考えている
②新たな担い手（地域外からの企業誘致等）確保を考えている
③遊休農地の解消・利用、樹園地継承を進めようとしている
④農地の集積・集約化を図るため、新たに基盤整備を進めようとしている
⑤作物や栽培手法（有機農業等）に応じたエリア調整を考えている
⑥スマート農業の導入を考えている 等

ブラッシュアップに意欲的で、取組テーマが明確な地域を、現地支援チームごと複数選定

取組テーマの例



（３）重点支援地域の選定状況

（４）取組内容

○重点支援地域ごとの支援体制
を整備（役割分担の明確化）

○市町村等と連携し、到達点を
目指すためのロードマップを
作成

○関係機関との積極的な連携
（農地中間管理機構等）

全県で４０地区を選定

【ロードマップのイメージ】

「誰が」「いつまでに」「何を」するか、役割分担を明確化

8月 9月

そばの安定生産

就農相談対応

10月 11月

月別活動計画

12月 1月

Ｒ７年度 Ｒ８年度支援事項

12月 1月 2月 3月 2月 3月4月 5月 6月 7月

農閑期に実施

農業インターンシップ

スマート農業技術導入支援

地域計画見直し協議

鳥獣害対策（集落点検マップ作成）
集落内巡回による点検 マップ作成

技術指導、情報提供等

栽培技術指導

随時 随時



（略）・・・将来の受け手に農地が集約された地域計画は、１割程度にとどまり、残り
の９割の地区においては、地域計画のブラッシュアップが必要な状況です。

つきましては、地域計画のブラッシュアップを全国的に展開すべく、下記のとおり
今後必要な取組を取りまとめましたので・・・（略）

※令和７年９月30日付け７経営第1575号農林水産省経営局長通知より抜粋

５．関係機関の役割

市町村 農業委員会 都道府県
○市町村が中心となって、関係機
関・農業関係者との推進体制を整備

○話合いの目的やテーマを明確化し、
できる限り多く協議を開催

○多様な関係者に参加を呼びかけ、
協議の場に参加する機会を確保

○部局を超えた横断的な体制を整備

○農地の出し手と受け手の意
向を丁寧に把握

○土地利用調整を進め、目標
地図の素案を作成

○普及指導員が協議の場に参加で
きるよう配慮し、市町村等の取
組を支援する体制を整備

○地域外の担い手や農業参入者の
リスト化

○市町村等とブラッシュアップの
取組状況を共有し、個別にフォ
ローアップ

※上述の経営局長通知を一部加工して作成



６者
合意

長野県

・関係機関との活動方針の調整
・10広域段階との調整、サポート

（一社）長野県農業会議

・農業委員会の目標地図更新の支援
・農業委員会の取組調整

JA長野中央会

・JAの取組のサポートや情報共有
・農業労働力の確保施策の展開

(公財)長野県農業開発公社

・公社事業所の取組調整
・農地中間管理事業に関する助言

長野県土地改良事業団体
連合会

・土地改良区等の取組サポート
・農地集積促進に係る支援

(公財)長野県農業担い手
育成基金

・市町村等の取組のサポート
・新規就農希望者への情報提供

○関係機関の連携に係る活動方針（６者合意）



○６者合意を踏まえた推進体制

県段階、広域段階、市町村それぞれの段階における関係機関連携



７．関連施策

○農業経営支援策活用カタログ2026（令和８年５月26日更新）

・地域計画の実現に向け、農業

者の経営発展に役立つ支援策

をまとめた資料

・「○○がしたい」などの目的

から事業の検索が可能

掲載元：農林水産省HP
https://www.maff.go.
jp/j/keiei/koukai/ch
iiki_keikaku.html





ご清聴ありがとうございました！
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